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1，本研究の背景と本稿の構成 

 

2021 年現在、地球環境問題が深刻化す

る中で、地球温暖化の進行を抑えるために

カーボンニュートラルの達成が世界的に求

められている。日本においても例外ではな

く、政府は 2050 年のカーボンニュートラ

ルを見据えた 2030 年までの目標を定めて

いる。そこでは、CO2排出量を 2013 年度

比で 46％削減することが掲げられている

（注 1）。 

これを受けて 2050 年までに二酸化炭素

排出実質ゼロに取り組むことを表明する自

治体が増えてきている。2021 年 10 月 29

日時点で 479 の自治体が 2050 年二酸化炭

素排出実質ゼロ表明（以下、CO2排出実質

ゼロ宣言とする）を行っている（注 2）。 

日本国内の発電量のうち、およそ 7 割が

火力発電によってなされており、再生可能

エネルギー(以下、再エネとする)（注３）が

全体に占める割合が 21％（2020 年）であ

ることを考慮すると(注 4)、CO2排出実質ゼ

ロ宣言を達成するためには再エネの拡充が

必要不可欠である。本稿では再エネの拡充

という観点から各自治体の CO2排出実質

ゼロ宣言の達成可能性を検討し、宣言達成

のために必要な政策を提言する。 

まず第 1章では、日本における再生可能

エネルギー及び地方自治体の CO2排出実

質ゼロ宣言に関する現状を述べ、本稿の課

題および仮説を設定する。第 2 章では仮説

の検証方法について述べる。第 3章では調

査によって得られたデータをもとに仮説を

検証し考察を加える。最後に第 4章では各

自治体が CO2排出実質ゼロ宣言達成のた

めに行うべき政策として、各自治体が連携

し、再エネを融通しあうことを提言する。

また、その連携を円滑に行うために、各自

治体は再エネ支援公社を設立する。この公

社は地元の企業や金融機関への私募債の発

行によって集められた資金で設立・運営さ

れる。 

 



２．再エネの現状と仮説の設定 

 

2－1. 再エネの現状 

 

日本の 2020 年における電源構成を示し

たグラフを以下の図１に示す。全発電量に

占める再エネの割合は約 21％ほどであ

り、一方で火力発電は全体の約 75％を占

めている。 

2021 年 10月に発表された第 6 次エネル

ギー基本計画では、2030 年の再エネ比率

の野心的な見通しとして 36％から 38％と

いう値が掲げられた。経産省は 2050 年の

カーボンニュートラルにおける再エネ比率

の参考値として、50％から 60％を提示し

ている。CO2排出実質ゼロ宣言を達成する

ためには、再エネの拡充が必要であると考

える。 

 

 

2－2. 仮説の設定 

 

再エネを拡充し CO2排出実質ゼロ宣言

を達成するためには、以下のことが必要に

なるという仮説を設定した。 

【仮説 1】 各自治体の再エネのポテン

シャルと電力需要に合わせた脱

炭素政策が必要であろう。 

【仮説２】 近隣、もしくは遠隔で各自

治体間での再エネ電力の融通が

必要であろう。 

【仮説 3】既存の大電力会社の送電網の

強化が必要であろう。 

 

2－3. 仮説の設定根拠 

 

 各都道府県における再エネ電力の供給ポ

テンシャル（注５）および電力需要を表した

グラフを次ページの図 2、図 3 に示す。図

が示す通り、各都道府県によって再エネ電

力の供給ポテンシャルと電力需要の需給関

係は大きく異なっている。東京都や神奈川

県、埼玉県などの自治体においては、再エ

ネのポテンシャルを電力需要が上回ってお

り、域内の再エネでは電力需要を賄うこと

は出来ない。他方で、北海道（図中では道

北、道東、道央、道南の４つに分けて表

記）や鹿児島県などでは再エネのポテンシ

ャルが電力需要を大きく上回っている。そ

のため、わずかな開発で域内の電力需要を

賄うことが可能である。この点を踏まえ

て、東京都のような自治体と北海道のよう

な自治体がそれぞれ電力を融通しあうこと

が、自治体が CO2排出実質ゼロ宣言を達

成するために必要であると考える。    

また、電力の融通において課題となるの

が送電網の強化である。日本における送電

網の構成を表す図 4 を次々ページに示す。 

図 2と図 3からわかる通り、再エネのポ

テンシャルには地域的な偏りが生じてい

る。自治体間で電力を融通しあう場合、遠

方への送電が必要になることが考えられ

る。欧州では送電網が網の目状に整備され

【図 1】日本全体の電源構成(2020 年速報)

値)  

（出典：特定非営利活動法人  環境エネルギー政策研究所  ＨＰ） 

https://isep-energychart.com/ 



ているため、国境をまたいだ電力の融通も

行われているが、日本においては送電網が

一直線上につながって整備されているた

め、ボトルネックとなる箇所が発生して送

電が行えない場合が考えられる。これを避

けるためには各送電網の容量を強化してい

く必要があると考える。

 

【図 2】各都道府県における再エネポテンシャルと電力需要（億 kwh） 

【図 3】各都道府県における再エネポテンシャルと電力需要（億 kwh） 

 

いずれも環境省 HP より筆者作成 
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【図 4】日本の送電網の構成 

 

（出典：資源エネルギー庁 HP 

https://www.enecho.meti.go.jp/about/spec

ial/tokushu/saiene/keitouseiyaku.html） 

 

3．仮説の検証方法 

 

3－1. 環境省の再エネポテンシャルデータ

に基づく検証対象とする自治体の類型化 

 

 以上の【仮説 1】【仮説２】【仮説３】を

検証するために、まず環境省発表の再エネ

ポテンシャルデータをもとに、各都道府県

をそれぞれが持つ再エネの賦存量とそれに

占める各再エネ電源（太陽光、風力、水

力）の比率に応じて類型化を行った。な

お、ここでは賦存量が多く、地域特性が出

やすいことから、太陽光発電、中小水力発

電、風力発電の 3つの再エネ源に着目し

た。各都道府県は、以下のように類型化さ

れる。 

ⅰ.都市型 東京都；神奈川県；大阪府 

ⅱ.太陽光発電型 茨城県；栃木県；埼玉

県；千葉県；愛知県；和歌山県；岡山県；

香川県愛媛県；福岡県 

ⅲ.太陽光＋風力発電型 兵庫県；宮崎県

京都府；三重県；山口県；長崎県；沖縄県 

ⅳ.太陽光＋水力発電型 群馬県；長野県

岐阜県；奈良県鳥取県；徳島県；佐賀県 

大分県；山梨県 

ⅴ.太陽光+水力+風力発電型 静岡県 

広島県；宮城県；福島県；高知県；熊本

県；鹿児島県 

ⅵ.水力発電型：富山県 

ⅶ.風力発電型：滋賀県 

ⅷ.水力+風力発電型 北海道；青森県 

岩手県；秋田県；山形県；新潟県；石川県；

福井県 

 

3－2. 検証対象自治体の限定 

 

3－2－1. 対象都道府県の選定 

 

 各類型から、その特徴を強く表している

といえる都道府県を選定した。選定された

自治体は以下のとおりである。 

 

大都市買電型：東京；神奈川 

太陽光発電型：愛知；埼玉 

太陽光＋風力発電型；宮崎；沖縄；長崎 

太陽光＋水力発電型：長野；山梨 

太陽光＋水力＋風力発電型：福島；宮城 

水力発電型：富山 

風力発電型:佐賀 

水力＋風力発電型:北海道；新潟；青森 

 

3－2－2. 対象市区町村の選定 

 

 2－2－1で選定した都道府県の中から、

CO2排出実質ゼロ宣言を行っており、かつ

再エネに積極的な取り組みが見られた市町

村を選定した。調査対象となった市町村は

以下のとおりである。 

 

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/saiene/keitouseiyaku.html
https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/saiene/keitouseiyaku.html


石狩市（北海道）；気仙沼市（宮城）； 

世田谷区（東京）；小田原市（神奈川）； 

久喜市（埼玉）；秩父市（埼玉）；伊那市

（長野）；北杜市（山梨）；南アルプス市

（山梨）；新潟市（新潟県）；富山市（富

山）；湖南市（滋賀）；長崎市（長崎県） 

串間市（宮崎）；久米島町（沖縄） 

 

3－3. 自治体に対する質問状調査 

 

 市町村に対して質問状を送付する前に、

調査をより適切なものとするためにプレ調

査を行った。調査対象は、選定された市町

村の中でも先進的な取り組みを行ってお

り、面談可能と思われた世田谷区である。

諸事情により面談が困難となったため、世

田谷区に対しては、質問状を送付し質問事

項に対して意見を頂いた。以下は送付した

質問状の質問項目（質問内容は省略）であ

る。 

 

質問項目 

Q1.再エネに関する現在の政策について 

Q2.政策の実行における現状の課題につい

て 

Q3.再エネ比率の目標値設定の有無または

設定値の背景について 

Q4.目標達成に向けた今後の展望について 

Q5.地域新電力及びマイクログリッドの構

築に関する政策について 

  

世田谷区からの回答に基づき、以上の質

問項目と質問内容が妥当なものであること

が判明したため、残りの 14の市町村にも

同様の質問状を送付することとした。 

4．調査結果 

4－1. 自治体からの回答 

 

1５の市町村に質問状を送付した結果、

そのうち以下の 10 の市町村から回答を得

ることができた。 

 

北海道石狩市；宮城県気仙沼市 

東京都世田谷区；埼玉県秩父市 

神奈川県小田原市；富山県富山市 

長野県伊那市；山梨県南アルプス市 

滋賀県湖南市；沖縄県久米島町 

 

4－2－1. 取り組みの傾向 

 

 各市町村の取り組みには、いくつかの共

通の傾向が見られた。その傾向について以

下の表１に示す。 

表１ 対象市町村の回答にみられる傾向

 

まず、多くの市町村が力を入れている発電

方法は、太陽光発電であった。その理由と

して多く挙げられていたのが、域内の太陽

光発電のポテンシャルの高さ以外に、太陽

光発電設備の設置の容易さであった。実



際、質問状を送付した市町村以外にも、太

陽光発電を普及する政策は多く見られ、日

本の再エネの中で最大の発電量となってい

る。風力発電や水力発電に比べ、比較的安

価にかつ容易に発電設備を設置することが

可能である点が、太陽光発電の普及につな

がっている。 

次に、各市町村内でポテンシャルが高い

再エネ源以外に、力を入れている再エネ源

について、多くの市町村が木質バイオマス

に力を入れていることが分かった。その理

由として各市町村内へ資金が還流しやすい

ことが挙げられていた。林業が盛んな地域

では、木質バイオマスの原料となるチップ

が域内で手に入る。原料を地産地消するこ

とができ、その地域で資金を還流させるこ

とが可能な木質バイオマスは、主に中山間

地域で注目されている。 

また、市町村内で再エネを拡充するうえ

での課題や障害について多く見られた回答

は、電気系統の容量不足が問題であるとい

う回答だ。具体的な例として、小水力発電

所の視察を行い、秩父新電力株式会社（以

下、秩父新電力）にヒアリングを行った埼

玉県秩父市の例を挙げる。秩父市では、大

規模・中小規模水力発電や木質バイオマス

発電、さらには太陽光発電のポテンシャル

が比較的高く、豊富な再エネ資源がある地

域と言える。秩父市は地域新電力である秩

父新電力を設立し、再エネの普及に取り組

んでいるが、今後新たに再エネ由来の電力

を発電することが難しい。その理由として

挙げられたのが、市全域が送配電事業者に

よる系統連系制約エリアに指定されたた

め、一定出力以上の発電設備を新たに新設

することが困難であることであった。この

ように豊富な再エネ資源を有している市町

村でも、既存の電気系統の容量不足によっ

て、再エネ開発を進めることが難しい状況

が多く発生していることが分かった。その

他に多くの市町村から得られた回答には、

地域住民や企業の理解を深めることが重要

であると指摘していた。騒音トラブルや景

観の悪化といった地域住民や企業とのトラ

ブルが少なくないことから、再エネの拡充

に対する理解を深めてもらうことを重要視

している市町村が多くみられた。 

さらに、各市町村内の電力需要に対する

再エネ比率目標の設定の有無に関して、模

索段階の市町村が多いことが分かった。具

体的な再エネ比率を決定することができて

いない背景として、国としての再エネ比率

の目標値が、未だ明確化されていないこと

が挙げられた。1,2 で述べたとおり、政府

が定めた 2030 年における再エネ比率の目

標は、すでに達成されつつあり、今後の目

標値の引き上げが検討されている。その目

標値が未だ正式に発表されていないことか

ら、市町村の中でも、再エネ比率に関する

目標値を決定することが難しい状況となっ

ている。 

加えて、再エネ普及策に関しての今後の

展望について、再エネの地産地消を目標と

する市町村が多いことが分かった。再エネ

資源が豊富にある市町村でも、まずは市

内、もしくは周辺市町村の域内での再エネ

の地産地消を目指し、他の市町村へ再エネ

の供給を検討している市町村は少なかっ

た。また、エネルギーの地産地消を目指す

市町村の多くは、災害対策としての側面を

重視しており、災害に強いまちづくりの一

環として、再エネ普及策に取り組んでいる



ことが分かった。 

次に、市町村による地域新電力会社の設

立やマイクログリッドに関する政策につい

て、地域新電力会社を設立している市町村

は回答を得られた市町村のうち４つ見ら

れ、多くの市町村も検討段階にあることが

分かった。一方、マイクログリッドに関す

る政策については、具体的な施策が打ち出

されている市町村は少なく、検討段階であ

る市町村が多かった。 

さらに、各市町村が地域新電力会社を設

立するに至った経緯と課題について、地域

新電力会社を設立するにあたっては、地域

経済の循環促進に寄与することを重視して

いる市町村が多いことが分かった。エネル

ギーの地産地消を目指す市町村が多く、地

域新電力会社を設立しエネルギーの地産地

消を可能にすることで、地域の経済を活性

化することを目的とする市町村が多いこと

による。 

最後に、地域新電力会社に関する今後の

展望について、地産地消を目指し、再エネ

の電源開発と、発電した電力の販路の拡大

に積極的に取り組むという市町村が多くみ

られた。現状では、市町村内の公共施設の

電力を再エネに切り替える施策は多くみら

れるが、一般家庭への再エネ由来の電力の

供給はあまり進んでいない。発電した再エ

ネ由来の電力の販売先を確保することが今

後の課題として挙がっていた。 

 

4－２－2. 調査結果からの発見 

 

 調査結果から、いくつかの発見が得られ

た。まず、設置のしやすさや管理の容易さ

が電源を選択する際に重視されていたとい

う点である。仮説では各自治体は電源を選

択する際に、ポテンシャルを重視している

と考えていたが、他に有力なポテンシャル

を持つ電源がある場合においても、設置の

容易さから太陽光発電が選択される傾向に

あった。次に、電力系統の制約が大きな課

題となっているという点である。仮説で

は、地域間で電力のやり取りをする際に、

電力系統の制約が問題になると考えていた

が、秩父市の例のように再エネの地産地消

においても電力系統の制約は障害となって

いた。さらに、地産地消を目標とする市町

村が多くみられた点である。仮説では電力

を需要する自治体と電力を供給する自治体

の二つに各自治体は分類されると考えた

が、大きな賦存量を持つ市町村においても

地産地消が目標とされ、他の地域への電力

の供給を目的とした政策を進める市町村は

少なかった。最後に、再エネの拡充には官

民の連携が不可欠であるということであ

る。多くの市町村で、再エネ事業の主体は

市町村ではなく民間の事業者であり、また

再エネの拡充を進めるための課題として地

元企業や住民の理解を深めていくことが多

くの市町村で重視されていた。 

 

5．考察 

5－1. 調査結果からの考察 

 

調査結果より、各自治体はその政策及び

地理的条件によって以下の 3つに分類され

ると考える。 

➀大都市部自治体の買電型 

➁賦存量中位自治体の地産地消型 

➂多賦存量自治体の売電型 

まず①の大都市部自治体の買電型（以



下、買電型）は、自治体内での再エネの賦

存量では、電力需要を満たすことができな

いため、近隣および遠方の再エネ資源が豊

富にある自治体から、再エネ由来の電力を

購入する必要がある。東京 23 区や神奈川

の横浜市周辺が該当すると考えられる。そ

れらの自治体で見られた政策として、１つ

は再エネ由来の発電設備を他の再エネ資源

が豊富にある自治体へ設置する取り組みが

ある。東京都世田谷区では、2014 年 3 月

1 日に、神奈川県三浦市の区有地に世田谷

区みうら発電所を開設し、発電を開始して

いる。発電方法は太陽光発電である。発電

された電気は小売電気事業者を通じて区内

で消費することができる。また、売電した

ことで得られた収入は世田谷区の環境事業

に活用されている。さらに、三浦市で災害

が発生した場合、世田谷区みうら発電所は

一時避難所として使用され、発電した電気

は非常用電源として提供されるなど、防災

面での自治体連携も行われている。2つ目

は、自治体間の協定によって、再エネ由来

の電力を調達（買電）する取り組みであ

る。世田谷区では群馬県川場村、青森県弘

前市、長野県、新潟県十日町市、新潟県津

南町といった再エネ資源が豊富にある自治

体と連携し、再エネ由来の電力を調達する

政策をとっている。また、各連携自治体と

は、特産品の紹介や発電所の見学ツアーな

ど、単なる電力の売買だけでなく、再エネ

の理解を深める活動や住民間の交流の活性

化を図る取り組みも行われている。3つ目

は、新電力会社から再エネ由来の電力を調

達する取り組みである。上述の世田谷区と

各自治体との連携においては、みんな電力

株式会社（2021 年 10 月 1 日株式会社

UPDATER に改名、以下みんな電力）を

介して電力の売買がなされている(注６）。同

社 HP によれば、同様の取り組みは神奈川

県横浜市でも行われており、東北地方の

13 の市町村(注７）との連携協定においてみ

んな電力が仲介を行っている。さらに、大

阪府においては、みんな電力の参画のも

と、府内外の発電事業者と府内の事業者を

マッチングさせる事業が行われている。 

次に②の再エネ賦存量中位自治体の地

産地消型（以下、地産地消型）は、自治

体内での電力需要を、自治体内の再エネ

の賦存量で賄うことができる地域であ

る。首都圏の中山間地域や地方の自治

体、または離島の地域が該当すると考え

られる。地産地消型の自治体で行われて

いた政策は、地域新電力会社による、既

存の電気系統を利用した再エネ由来の電

力の地産地消である。自治体内で発電し

た再エネ由来の電力を、地元の電力小売

業者である地域新電力会社を通じて自治

体内に供給することで、エネルギーの地

産地消を行っている。宮城県気仙沼市、

埼玉県秩父市でこのような政策がとられ

ていた。気仙沼市では、気仙沼グリーン

エナジー株式会社を設立し、電力の供給

や太陽光発電の屋根置き設置、省エネル

ギーサービスを行っている。秩父市で

は、秩父新電力が設立され、再エネ由来

の電力の発電・売電事業及び買い取り事

業を行っている。沖縄県の離島である久

米島町では、久米島未来エネルギーを設

立している。公共施設の屋根に太陽光発

電設備を無償で設置し、当施設へ電気を

供給し売電収入を得るという取り組みが

今後展開され、一般家庭向けにも波及す



ることが期待されている。離島という閉

鎖的な空間において、マイクログリッド

の構築によるエネルギーの地産地消を進

める政策が見られた。 

③の再エネ多賦存量自治体の売電型

（以下、売電型）は、再エネ資源が豊富

にあり、自治体内の電力を自治体内の再

エネの賦存量で賄い、さらに余剰電力を

近隣および遠隔へ売電することが可能な

自治体である。上述の世田谷区と電力供

給協定を結んでいる自治体がこれにあた

る。この自治体では、他の自治体へ向

け、再エネ由来の余剰電力を自治体間協

定や既存の電力小売業者を通じて供給す

る政策がとられている、もしくは今後目

指されている。 

5－2. 課題 

 

 いずれの類型においても、次の 3 つのこ

とが課題とされていた。まず、既存の電力

系統の容量の不足である。エネルギーを地

産地消する場合においては、地域の電力系

統の容量に限界があることから、再エネを

拡充しても系統に接続できないという問題

が発生する。再エネを遠方地に供給する場

合においても、多くの電力が地域間連携に

よって供給されるようになった場合、地域

間をつなぐ電力網の容量の限界に達するこ

とが考えられる。次に、地域住民・企業の

再エネに対する理解、協力の不足である。

前述のとおり、多くの自治体で再エネ事業

の主体は民間の企業である。再エネの拡充

を進めるには事業主体となるべき地元企業

が必要不可欠であり、再エネの開発による

景観の悪化などの住民間でのトラブルを避

けるためにも再エネの重要性に関して市民

や企業に対して啓発活動を行っていく必要

がある。最後に、資金・ノウハウの不足で

ある。再エネの拡充には、発電所の建設・

維持を支援するための資金や、ノウハウが

必要である。特に地方の小規模自治体にと

って、政策を実行するための資金やノウハ

ウの獲得は大きな課題となる。 

 

5－3. 政策提言 

5－3－1. 類型ごとの政策提言 

 

 上記の課題を解決し、再エネを拡充して

いくために、各類型の自治体がとるべき政

策を提言する。 

 買電型の自治体がとるべき政策は、次の

3 つである。まず、省エネによる電力需要

の縮小である。買電型の自治体はその大き

すぎる電力需要を省エネによって可能な限

り減少させ、必要な電力量を減少させる必

要がある。次に、地域間協定による電力の

調達である。買電型の自治体は域内の再エ

ネで電力需要を賄いきることは不可能であ

るため、他の自治体から再エネ由来の電力

を調達する必要がある。世田谷区や横浜市

のように、他の自治体と電力の供給協定を

結び、電力を調達する。この協定は、電力

の供給元となる自治体の再エネの開発促進

にもつながる。さらに、オフサイト PPA

方式(注 8）の導入である。買電型自治体は域

外に発電所を建設し、そこで発電された電

力を域内に供給する。この方式の導入によ

る発電所の建設は、建設先となる自治体に

対して、発電所の建設・維持に関するノウ

ハウの獲得を助けることにつながる。 

また、地産地消型及び売電型の自治体が

とるべき政策は次の 3つである。まず、省



エネによる電力需要の縮小である。これは

地産地消型自治体にとっては必要電力量の

削減を意味し、電力の需給に余裕が生まれ

て電力の安定供給につながる。また売電型

自治体にとっては売電可能量の増加を意味

し、収入の増加につながる。次に、電力系

統の容量不足の解決である。自治体は電力

系統を所有する主要 10 電力（注 9）に対し、

電力系統の拡充に関する働きかけを行って

いく必要がある。次に、地域住民に対する

再エネについての啓発活動である。上述の

通り、再エネ事業の主体者となるのは地元

企業であり、再エネの拡充を進めるにあた

って地域住民とのトラブルにつながる可能

性もある。自治体は再エネの拡充が地域経

済の活性化につながることに着目して、地

域住民に対して再エネの拡充に対して理解

や協力を求めていく必要がある。 

 

5－2－2. 私募債の発行による公社の設立 

 

最後に、いずれの類型の自治体も取るべ

き政策は「再エネ支援公社」を設立するこ

とである。この公社は、単独または複数の

自治体の共同で設立される。この公社が各

類型において果たす機能は次の通りであ

る。買電型自治体においては、オフサイト

PPA 方式における発電所の建設・維持や

域内への電力の供給、他の自治体との協定

に基づく電力供給の仲介などを担う。地産

地消型自治体においては、現在地域新電力

が担っている域内への電力の供給のほか、

域内の再エネ事業に対する資金・ノウハウ

の面からの支援を担う。売電型自治体にお

いては、自治体間連携による電力供給の仲

介や地産地消型自治体の場合と同様に域内

の再エネ事業に対する資金・ノウハウの面

からの支援を担う。これらの公社を設立・

運営する際の資金は地元企業や金融機関を

対象とした私募債（注 10）の発行によって賄

う。私募債の引き受けが地元企業に与える

メリットは、まず再エネを利用できること

（注１1）である。環境意識の高まりから、

RE100（注１2）を宣言する企業が増加傾向に

あることから、企業の再エネの需要は高ま

っていることが考えられる。アップル社の

ように、サプライヤーに対しても再エネの

使用を求める企業が存在する（注１3）ことを

考慮すると、地方の中小企業においても今

後再エネの使用が求められる可能性があ

り、私募債の引き受けによって再エネの利

用可能量を増加させることは企業にとって

大きなメリットとなる。また、私募債の引

き受けによって出資した資金を用いて拡充

された再エネは、クレジットとして企業の

CO２削減量に組み込むことができる。次

に、投資家からの評価向上である。ESG

投資（注 14）の広まりから、企業は環境への

取り組みを行う必要に迫られている。私募

債の引き受けによる再エネ拡充政策への協

力は投資家に対する十分なアピールとなり

うる。 

最後に、再エネ拡充による地域経済の活

性化が、地元企業の利益につながることで

ある。再エネの地産地消及び他の地域への

売電においては、それまで電気代として域

外へ流出していた資金が自治体内で還流さ

れることになる。地域内で循環する資金の

増加は地元企業の利益の増大に多くの場合

でつながると考えられる。金融機関が受け

るメリットは地元企業が受けるメリットと

ほぼ同様である。前述したＥＳＧ投資やダ



イベストメント（注 15）の広まりは、金融機

関に対しても環境に対する取り組みを求め

ている。再エネの使用や私募債の引き受け

による再エネの拡充への協力は市民や投資

家からの評価向上につながる。また、再エ

ネ拡充政策によって再エネ事業が生まれれ

ば、それに融資することによって金融機関

は利益を得ることができる。 

以上の政策提言における、資金・ノウハ

ウ・電力のそれぞれの流れを表した図５を

以下に示す。

   

６．結論 

 CO2排出実質ゼロ宣言を達成するために

は、それぞれの自治体が自身の地理的特性

を見極めて目標を設定し、その目標の達成

に向けて戦略的に政策を展開していく必要

があると考える。まず買電型の自治体は世

田谷区や横浜市などを例に、他の自治体と

の連携を進め、再エネポテンシャルの高い

地域における再エネ開発を支援していく必

要がある。次に地産地消型の自治体は、気

仙沼市や秩父市を例に、再エネの地産地消

に向けて地域新電力の設立などの基盤づく

りを進め、域内の再エネ発電量を増加させ

ていく必要がある。最後に売電型にあては

まる自治体は、積極的に供給先となる自治

体を開拓し、資金やノウハウの不足がある

場合はオフサイト PPA方式の発電施設の

誘致によって不足分の獲得を目指し、域内

における発電量を増加させていく取り組み

が必要である。 

 また、いずれの類型の自治体において

も、私募債の発行による再エネ支援公社の

設立によって自治体間連携や再エネの開発

を円滑に進め、民間と協力する枠組みを構

築していくことが重要になると考える。 
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注釈 

注 1 出典：外務省 HP 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ch/pa

ge1w_000121.html 

注 2 出典：環境省 HP 

https://www.env.go.jp/policy/zero_carbon

_city/01_ponti_211029.pdf 

注 3 本稿では、水力発電；太陽光発

電；風力発電；バイオマス発電；

地熱発電を再エネとする 

注 4 出典：特定非営利活動法人 環境

エネルギー政策研究所 ＨＰ 

https://isep-energychart.com/ 

注 5 再生可能エネルギーの開発可能量

を指す。 

参考 HPhttps://www.renewable-energy-

potential.env.go.jp/RenewableEne

rgy/ 

注 6長野県との連携においては丸紅新電

力株式会社と連携して事業を実施 

注 7青森県横浜町；岩手県久慈市 

岩手県二戸市；岩手県葛巻町；岩手県普

代村；岩手県軽米町；岩手県野田村；岩手

県九戸村；岩手県洋野町；岩手県一戸町；

秋田県八峰町；福島県会津若松市；福島県

郡山市（外部サイト） 

注８オフサイト PPA 方式：一般に、事

業者が域外に発電所を建設し、電力小売事

業者を介して電力の供給を受ける方式のこ

とを指す。 

注９主要 10電力：東京電力、関西電力、

中部電力、東北電力、九州電力、中国電

力、四国電力、北海道電力、北陸電力、沖

縄電力の 10社のことを指す。 

注１０私募債：私募債：特定の引き受け先

から出資を得る債権のこと。 

注１１ここでは、企業の事業所などにおけ

る再エネの直接使用を指す。 

注１２RE100：「Renewable Energy100％」

の略。事業運営を 100%再エネで調達する

ことを目標に掲げる企業が加盟するイニシ

アチブのこと。 

注１３アップル社プレスリリース 2021

年 3月 31日 

https://www.apple.com/jp/newsroom/202

1/03/apple-powers-ahead-in-new-

renewable-energy-solutions-with-over-110-

suppliers/ 

注１４ESG 投資：環境（Environment）社

会（Social）企業統治（Governance）の三

点に配慮して行う投資のこと 

注１５ダイベストメント：ここでは、環境

に悪影響を及ぼす事業に出資する銀行など

から資金を引き上げ、環境事業に出資する

銀行へ資金を移す運動を指す。 
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